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葛城市在宅高齢者食の栄養改善・自立支援事業委託に係る

プロポーザル仕様書

１．業務名

葛城市在宅高齢者食の栄養改善・自立支援事業委託

２．業務の目的

食事の調達・調理が困難な在宅の高齢者に対し、配食サービスを行うことにより、当該高齢者の食

生活の改善と健康増進を図り、在宅での自立支援と孤独感の解消に資するとともに安否確認を行うこ

とを目的とする。

３．委託期間

令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで

なお、令和４年４月１日からの事業遂行にあたり、令和３年度受託業者より業務引継ぎを受け

ること。契約の日から令和４年３月３１日までは引継期間とし、委託料は発生しないものとす

る。

また、契約期間終了時までに次期受託業者との引き継ぎを完了すること。

４．委託内容

（１）業務内容

葛城市在宅高齢者食の栄養改善・自立支援事業実施要綱（平成１８年葛城市告示６３号）に基づ

き実施される、６５歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯に属する者

で、介護予防の観点から栄養改善が必要と認められたり、心身の機能低下、傷病等の理由により、

食事の調達及び調理が困難な者に弁当の配食及び安否確認を行う。

（２）事業場所

葛城市内

（３）配食日

国民の休日、事業所が指定するお盆休み、年末年始を除く、月曜日から金曜日まで

（４）配送時間帯

午前９時００分から午後１時００分までの間に配ること

（５）配送車両について

配送車両はすべて事業者で準備すること。配送時には、食品衛生上、食中毒及び感染症の原因と

ならないよう社内及び収納庫内を適温に保つと共に配送時間の短縮に努めること。
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（６）職員体制及び安全対策

事業者は、この事業を行うに当たり責任者を配置し、配送に関する一切の指示及び統制は事業者

が責任をもって行うこと。配送員をはじめとするこの事業に従事している従業員には、食品の安

全性、衛生管理、クレーム対応、食中毒及び感染症、高齢者の特徴について適切な研修を受ける

こと。また、定期的に検便や健康診断を行い、徹底した管理体制を確立すると共に、市から指示

があった場合には、その報告書を提出すること。

（７）利用者との連絡

利用者の連絡により、日程変更、配食の中止・再開に対応できること。

（８）危機管理

食中毒の発生、配送車両の事故、車両等の故障、職員の欠員、その他事業の遂行の妨げとなる危

機を想定し、回避する手段や直面した場合の対応等について定めること。

（９）衛生管理状況

配達に至るまでの衛生管理について、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の関係法令を

遵守すること。また、感染症対策を徹底すること。

（１０）献立作成方針

管理栄養士又は栄養士が献立を作成すること。

調理は、食品衛生に十分配慮すること。

献立は１週間ごと又は１ヶ月ごとにカレンダー形式で事前に利用者に配付できること。また、栄

養成分表示を記載すること。

①栄養価について

「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン（平成２９年

３月厚生労働省通知）」を参考に、エネルギー、タンパク質を設定し、減塩に努めること。脂

質・ビタミン・ミネラル等については必要量が充足するように十分配慮すること。

（１１）利用者への対応

①高齢者に配慮した対応

配達の際は原則手渡し、利用者への声かけ及び健康状態の確認を行い、利用者が連絡なく、不

在であるなどして安否が疑われるときは、市役所等へ連絡すること。

また、受託者と利用者との間で、不在時の受渡し方法の取り決めをしている場合は、別の方法

での受渡しも可とする。

②緊急時の対応

利用者の異変を発見した場合は利用者への声かけ及び健康状態の確認を行い、市役所等へ連絡す

ること。また、緊急を要する場合は即座に警察、消防へ通報すること。

③連絡体制

サービスを提供するに当たっては、市の指示を得ながら相互の連携を密にし、事業の円滑な運

営を図るため、必要に応じ連絡を取ること。
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④日報の作成及び利用状況確認書類の作成

事業者は、日報及び個々の利用者の配食状況が確認できる書類を作成し、１ヵ月分を翌月１

０日までに実績報告書として市役所に提出する。

（１２）見積内容

本業務に係る経費相当額について１食当たりの単価（消費税抜）を見積もること。ただし、１食

当たりの単価のうち、利用者負担金及び市委託料の内訳も明記すること。なお、利用者負担金に

ついては、材料費及び調理費相当の金額とする。また、市委託料については、材料費及び調理費

相当の金額以外に係る経費とする。

（１３）利用者負担金

利用者負担金は、１食当たり材料費及び調理費相当の金額とし、事業者が徴収すること。

（１４）委託料の支払

市は、事業が発生した月の完了報告書等に基づく検収が終わった後、市の委託料（材料費及び

調理費相当の金額以外に係る経費）に月ごとの配食数を乗じた金額を、請求書を受理した日か

ら起算して３０日以内に委託料を支払う。

（１５）その他

契約締結から支払までの手続きは、葛城市契約規則等に従って行うこと。

また、この事業において、定めのない事項であっても本仕様書に付随する業務または性質上必

要とされる業務は、誠意を持って実施し、基準に疑義が生じた場合又は定めのない事項がある

場合は、その都度協議のうえ定めるものとする。

参考

※１ １日の平均利用人数については、令和元年度及び令和２年度についてはそれぞれ３月現在の

人数

令和元年度実績 令和２年度実績 令和３年度見込み

延べ食数 １５，９０５食 １５，４９１食 １５，７００食

１日の平均利用人数

※１
１１３人 ９６人 ７０人


